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中央家畜保健衛生所・中央動物防疫協議会
〒262-0011 千葉市花見川区三角町656

Tel：043-250-4141 （夜間・休日対応）
Fax：043-286-0090

(公社)千葉県畜産協会
〒260-0021 千葉市中央区新宿1-2-3

宮崎県で2例目の高病原性鳥インフ
ルエンザ疑似患畜を確認（国内9例目）
【発生概要】

発生日：平成29年1月24日
発生場所：宮崎県児湯郡木城町
飼養状況：肉用鶏 約168,400羽（発生農場及び関連農場）

発生状況：死亡鶏増加により家畜保健衛生所へ通報があり、
簡易検査及び遺伝子検査を実施。「H5亜型」の
遺伝子を確認。

千葉県中央家畜保健衛生所
TEL. 043-250-4141 (夜間・休日転送)       FAX. 043-286-0090

◎死亡率の急激な上昇や、鳥インフルエンザを疑うような症状
を発見した場合は、速やかに家畜保健衛生所へ通報を！

☆飼養衛生管理基準の確認、徹底をお願いします！
野鳥等を鶏舎に入れないよう、野生動物対策を徹底して下さい。

□ 家きん舎の壁･防鳥ネットの破損箇所の確認・修繕
□ 農場の出入り消毒・車両消毒・石灰散布
他家きん飼養農場への不要不急の立入は控えて下さい。

その他、1月11日に回収された茨城県潮来市のオオハクチョウが21日に
H5N6亜型と確定、また、1月19日に鹿嶋市で新たに回収されたオオハク
チョウが24日に遺伝子検査陽性となり、香取市が野鳥監視重点区域に指
定されています。1月24日現在、18道府県184件の野鳥等から、高病原性

鳥インフルエンザウイルスが検出されています。



飼養衛生管理を見直す機会にして、農場を守りましょう！
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